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和歌山県・市町村行政ＤＸ推進による行政経営変革支援業務仕様書 

 

１．業務委託の名称 

和歌山県・市町村行政ＤＸ推進による行政経営変革支援業務 

 

２．業務の目的 

本県では、少子化・・人口減少、大規模災害・・感染症、社会全体のデジタル化など、中長

期的な変化・・スクにに的確に対応するため、令和４年４月に・ 和歌山県庁ＤＸ推進本部」

を、同５月に 市町村ＤＸ推進部会」を新設し、『行政のあり方を全面的にデジタルを前

提としたものへと移行する』ＤＸを、県・・市町村が一体となって推進することとした。こ

れは、県と市町村が連携して、デジタル化(ＤＸを含む)による行政経営変革を目指すもの

である。 

この経緯から、令和５年度は、ＤＸ推進に係る市町村職員の認識共有・・機運醸成を図り、

各団体の現状把握と課題整理を行うことで、各団体のＤＸと県・・市町村連携の促進を目指

すことを目的として、 市町村行政ＤＸ推進に係る人材確保・育成支援業務」を実施し、

各市町村のＤＸ推進に係る現状と県・市町村連携におけるニーズを明らかにした。 

その結果、各市町村において、ＤＸを含むデジタル化やその前提となる行政経営変革に

おいて、認識共有・・機運醸成を含む人材育成、組織や業務設計に係るサービクデザイン及

び情報シクテムやデータ利活用等の基盤整備の必要性が確認された。また、県・・市町村連

携の枠組においては、情報・・事例共有、合同研修、デジタルツールを活用したコミュニテ

ィ活性化等の協働・・共創の取組や、国が関連分野で推奨する県と市町村連携も踏まえた共

通の方針の必要性も確認された。 

そこで、本業務では、 自治体ＤＸ全体手順書【第 2.1 版】」(総務省)、 人材育成・確

保基本方針策定指針」(総務省)、 オープンデータ基本指針」(IT 本部・官民データ活用

推進戦略会議)等の政府の方針において、県と市町村の役割として期待されることを重点

分野とした上で、デジタル化(ＤＸを含む)による行政経営変革と重点分野において、市町

村職員の認識共有・・機運醸成を図り、各団体の現状把握と課題整理を行うことで、各団体

のデジタル化(ＤＸ含む)による行政経営変革の段階的な自立的取組の推進と県・市町村

の協働・共創の促進を目指すことを目的とする。 

 

３．委託期間 

契約締結日から令和７年３月 31 日まで 

 

４．業務内容 

（１）総合プロデューサー、専門プロデューサー及び伴走コンシェルジュ等の配置 

ア 総合プロデューサーの配置 
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和歌山県庁ＤＸ推進本部及び市町村ＤＸ推進部会への総合支援・調整及び次年度

の市町村行政ＤＸ推進事業への提案の監修を目的として、次の要件を満たす人材を

総合プロデューサーとして１名程度配置すること。 

（ア）IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が実施する情報処理技術者試験(以下

 IPA 試験」という。)における情報セキュスティマネジメント試験または基

本情報技術者試験以上のレベルに合格していること。 

（イ）行政、地域、社会のデジタル化及び行政経営全般に対して高い知見と技術を持

ち、各種デジタル化を総合的に統括する役職で、実際の行政経営及びデジタル

化に係る実務に従事した実績があること。また、本業務において既存の行政経

営のあり方に捉われない発想を県・市町村に提供し、実践すること。 

（ウ）行政、地域、社会のデジタル化に係る都道府県・・市町村連携に係る事業を企画・・

設計し、統括的な立場で市町村支援に従事した実績があること。 

イ 専門プロデューサーの配置 

本業務の重点分野における県と市町村の共通方針の検討を促進し、各分野の市町

村へのアセクメント、認識共有・・機運醸成及び次年度に向けた方針の検討・・提案を行

うことを目的として、次の要件を満たす人材を専門プロデューサーとして各１名(合

計３名)配置すること。なお、１名が複数の専門プロデューサーを兼任することは認

めない。 

 

【行政経営変革・人づくり担当】 

（ア）IPA 試験における情報セキュスティマネジメント試験または基本情報技術者試

験以上のレベルに合格していること。 

（イ）行政経営と人材育成に係る高い知見と技術を持ち、地方自治体の行政経営部門

に従事した実績があること。 

（ウ）行政のデジタル化における都道府県・・市町村連携に係る事業において、アドバ

イザー等の役割で市町村支援に従事した実績があること。また、行政職員に対

して人材育成の観点から研修を行った実績があること。 

【サービクデザイン・組織づくり担当】 

（ア）IPA 試験における情報セキュスティマネジメント試験または基本情報技術者試

験以上のレベルに合格していること。 

（イ）サービクデザインに係る高い知見と技術を持ち、地方自治体においてサービク

デザインに係る業務に従事した実績があること。 

（ウ）行政のデジタル化における都道府県・・市町村連携に係る事業において、アドバ

イザー等の役割で市町村支援に従事した実績があること。 

【テにノロジ・仕組みづくり担当】 

（ア）IPA 試験における応用情報技術者試験以上のレベルに合格していること。 
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（イ）情報シクテムまたはデータ利活用に係る高い知見と技術を持ち、地方自治体に

おいて情報シクテムまたはデータ利活用に係る業務に従事した実績があるこ

と。 

（ウ）行政のデジタル化における都道府県・・市町村連携に係る事業において、アドバ

イザー等の役割で市町村支援に従事した実績があること。 

 

ウ 伴走コンシェルジュの配置 

各市町村への・ オンラインよろず相談」を行うことを目的として、次の要件を満た

す人材を伴走コンシェルジュとして６名程度配置すること。なお、各プロデューサー

がコンシェルジュを兼任することは妨げない。 

（ア）IPA 試験における IT パクポート試験またはセキュスティマネジメント試験以

上のレベルに合格していること。 

（イ）行政、地域、社会のデジタル化について広範な知見を持ち、総合的なコンサル

ティング技術と整理された自治体の課題や価値を実現するための社会関係資

本をコーディネートできること。 

（ウ）行政のデジタル化における都道府県・・市町村連携に係る事業において、アドバ

イザー等の役割で市町村支援にあたった実績があること。 

エ 業務マネジャー及び業務クタッフの配置 

次の要件を満たす人材を業務マネジャーとして１名、業務クタッフとして３名程

度配置すること。なお、業務マネジャーは業務クタッフを統括し、県との業務に関す

る連絡・調整をする役割も担うこととする。 

（ア）IPA 試験における IT パクポート試験以上のレベルに合格していること。 

（イ）チャットツール、オンライン会議ツール等のソスューションを用いて、各プロ

デューサー、コンシェルジュと県・・市町村等との連絡調整及び各種事務にあた

れる能力を有すること。 

（ウ）行政のデジタル化における都道府県・・市町村連携に係る事業において、市町村

支援または業務補助にあたった実績があること。 

（２）市町村への オンラインよろず相談」の実施 

以下ア～ウのとおり・ オンラインよろず相談」を実施し、各市町村を切れ目なく支援

すること。 

ア  オンラインよろず相談」の分類 

（ア）月例オンラインよろず相談：各市町村に対して月１回(年間 12回)、１時間程

度の オンラインよろず相談」を行う。 

（イ）任意オンラインよろず相談・：各市町村の求めに応じて、最大年３回、月例オン

ラインよろず相談の内容を深めるための オンラインよろず相談」を行う。 

（ウ）地域及び分野に基づくオンラインよろず相談・：市町村と各振興局及びデジタル
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社会推進課の本事業に係る認識共有、機運醸成、関係性構築、情報と事例の共

有及び次年度に向けた協働の基礎構築等を目的として、オンライン実施の特

性を活かして、県の各振興局やデジタル社会推進課と連携し、地域及び分野に

基づくオンラインよろず相談を提案し、実施すること。 

イ  オンラインよろず相談」の内容 

 オンラインよろず相談」において、各コンシェルジュは以下の役割を担う。 

（ア）情報共有：デジタル化に係る情報や事例を共有すること。 

（イ）課題整理：デジタル化に係る市町村の課題を整理すること。 

（ウ）要求・要件定義：デジタル化に係る市町村の要求・要件を定義すること。 

（エ）相談・助言：市町村のデジタル化の取組について相談・助言をすること。 

（オ）コーディネート・：各コンシェルジュが有する専門性やネットワーにを活かし、

市町村が求める人材(制度活用支援含む)や企業・団体とのマッチング等をコ

ーディネートすること。 

（カ）上記も踏まえた各市町村のデジタル化に係る支援の進捗把握。 

※なお、市町村への個別研修は本業務に含まない。 

ウ  オンラインよろず相談」の参加者、役割、実施方法等 

（ア）参加者と役割 

ⅰ 業務関係者 

（ⅰ）コンシェルジュ(必須)・：各市町村を担当するコンシェルジュが１名参加

し、会議全体をコーディネートのうえ、よろず相談に対応する。 

（ⅱ）業務クタッフ(必須)・：業務クタッフが１名参加し、会議の日程・・連絡調

整、オンライン会議ツールの準備及び議事録の作成等を行う。 

（ⅲ）総合プロデューサー及び専門プロデューサー(任意)・：目的と必要に応じ

て参加。 

ⅱ 県関係者 

（ⅰ）行政企画課(必須)・：各市町村を担当する行政企画課職員が参加し、市町

村から県に対する要望等を把握する。 

（ⅱ）振興局(任意)・：各市町村を管轄する振興局職員が目的と必要に応じて参

加。 

（ⅲ）デジタル社会推進課等(任意)・：デジタル社会推進課や他部局職員が目的

と必要に応じて参加。 

（イ）実施方法 

ⅰ オンライン会議ツールを用意し、実施する。 

（３）重点分野に係る研修動画の制作 

ア 研修対象 

県・市町村のすべての職員 
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イ ・ 行政経営変革・・人づくり」、 サービクデザイン・組織づくり」及び・ テにノロジ・

仕組みづくり」に係る認識共有・・機運醸成について、県と協議の上、研修プログラ

ムの構築を行うこと。 

（４）次年度の市町村行政ＤＸ推進事業への提案等 

ア 次年度の市町村行政ＤＸ推進事業に係る提案 

（ア）次年度（令和７年度）の市町村行政ＤＸ推進事業に係る提案を行うこと。 

（イ）提案に向けた重点分野に係る市町村の現状把握と評価を行うこと。 

（ウ）重点分野に係るアセクメントシートを作成すること。 

（エ）アセクメントシートの内容は、デジタル化全般と重点分野に係る内容を中心に

県と協議の上、確定すること。 

（オ）各市町村への記入依頼と回収を行うこと。なお、記入依頼にあたっては、県と

ともに、アセクメントシートの趣旨や活用方法等を各市町村に丁寧に説明す

ること。 

（カ）質的な現状把握と通年の変化を評価するために、各専門プロデューサーは年２

回市町村に対してオンラインヒアスングを行うこと。 

イ その他 

（ア）総合プロデューサー又は専門プロデューサーは必要性と専門分野に応じて、市

町村ＤＸ推進部会等に出席すること。 

（イ）県内市町村のデジタル化の取組事例集の作成支援を行うこと。 

（ウ）受託者は業務にあたり、県、市町村の担当者及び業務関係者が参加するチャッ

トツールを活用し、コミュニティ醸成にも努めること。 

（５）自由提案 

本業務の遂行に合わせて実施することで、相乗効果が見込める提案がある場合は、積

極的に自由提案すること。 

 

５．業務責任者の設置と活動報告等 

（１）受託者として本業務を管理する業務責任者を１名配置すること。 

（２）契約締結後速やかに、業務実施内容等の詳細を明らかにした・ 業務活動計画書」を作

成し県の承認を得ること。 

（３）本業務の進捗状況について、定期的にオンライン協議等の場を設け、報告を行い、円

滑に業務を遂行すること。また、議事録の作成や課題の管理は受託者が行うこと。な

お、会議内容が業務従事者以外に知られることがないよう対策を講ずること。 

（４）令和６年１０月頃を目安に、受託者は業務成果や改善策の素案を含めた中間報告を行

うこと。なお、報告資料については、県と協議の上、提出すること。 

（５）業務完了後速やかに、業務実施結果及び成果等を取りまとめた・ 業務活動報告書」を

作成し提出すること。 
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（６）その他委託業務の実施にあたり、県が必要と認める資料がある場合は、県と協議の上、

提出すること。 

 

６．留意事項 

（１）本業務の再委託は、原則認めない。ただし、再委託先ごとの業務内容、再委託先の概

要及びその体制と責任者を明記の上、事前に書面にて報告し、県が承諾した場合はこ

の限りでない。 

（２）本業務で知り得た県、市町村及び事業者等の業務上の秘密は保持しなければならない。

本業務終了後も同様とする。 

（３）本業務の実施に際して、和歌山県個人情報保護条例・（平成１４年１２月２４日条例第

６６号）、和歌山県情報セキュスティポスシーのほか、関係法令等を遵守すること。 

（４）本業務にあたり、第三者の著作権その他の権利に抵触するものについては、受託者の

費用をもって処理するものとする。 

（５）本業務に係るコンサルティング・調査・・報告・・交通費等の一切の経費は、委託金額に

含まれるものとする。 

（６）本業務の性質上、県は可能な限り、オンライン等で受託者が円滑に業務執行を行うこ

とができる環境の構築に努めるものとする。ただし、受託者が使用するオンライン会

議の実施に必要な設備及び機器・（パソコン、カメラ、マイに等）については、受託者

の費用と責任において用意するものとする。 

（７）契約や支払いに関する書類など、本事業の関係資料を本事業完了の年度の翌年度から

起算して、５年間保管すること。 

（８）本仕様書に定めのない事項及び本仕様書に定める内容について疑義が生じたときは、

県と受託者が協議の上、定めることとする。 


